
令和３年度以降アクションプラン

１.包括的相談支援事業
２.多機関協働事業
３.アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
４.参加支援事業
５.共助の基盤づくり事業
６.生活支援体制整備事業
　※地域交流の集い・サロン活動の支援を含む

７.地域福祉事業
８.共同募金運動事業
９.ボランティア養成事業
10.福祉教育事業
11.福祉団体事務
12.生活困窮者自立支援事業
13.地域包括支援センター
14.障がい者機関相談支援センター
15.居宅介護支援事業

社会福祉法に基づく新事業「重層的支援体制整備事業」の創設に伴い、令和3年度から市か
らの委託事業である地域力強化推進事業が「重層的支援体制整備事業」に規定されている枠
組みに変更され、また一部事業を統廃合し地域共生推進事業となった為の見直し

令和２年度までのアクションプラン

１.ＣＳＷ
２.地区社会福祉協議会事業
３.ご近所パートナー訪問事業
４.声かけネットワーク協力事業
５.多機関協働相談支援包括化推進事業
６.生活支援コーディネーター
７.地域交流の集い・サロン活動の支援
８.地域福祉事業
９.共同募金運動事業
10.ボランティア養成事業
11.福祉教育事業
12.福祉団体事務
13.生活困窮者自立支援事業
14.地域包括支援センター
15.障がい者機関相談支援センター
16.居宅介護支援事業
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地域力強化
推進事業

地域力強化推進事業
（令和２年度から）


